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COVID-19感染拡大防止のための 

令和 3年度活動報告№９ 

 緊急事態宣言ならびにまん延防止等重点措置の一斉解除が報じられ、COVID-

19感染対策を心掛けながら、新しい日常を取り戻すべく、婦人会活動の継続に

注力しています。 

さまざま行事が中止・延期された去年とは違った活動ができないか、また会員

の絆を強固なものにするにはどうしたらよいか、会員同士で話し合うようにな

りました。各地区で３密を避けて取り組む婦人会活動を紹介いたします。 

 

＜宮城県地域婦人団体連絡協議会：名取市婦連増田西婦人会＞ 

宮城県名取市にある増田西婦人会では、令和２年６月の役員会を開き、コロナ

禍における婦人会活動について、検討を始めました。そこで、３つのテーマに絞

って、会員同士の絆を継続することにしました。 

①西小学校のお手伝い 

学校からの要望があり、花壇の草取りを

実施しました。令和２年は 7月 17・20日

（延べ 21人参加）、令和 3年は６月 16・

17 日（延べ 17 人参加）を実施しました

（写真１）。 

 

写真１ 黙々と草取りを実施 

②西公民館の「七夕飾りお手伝い」 

 令和 3年 6月 22日に、児童館児童ともに、七夕飾りに使う短冊用紙の染め

を行い、七夕飾りを展示するお手伝いをしました。会員は 8 名参加し、その内

容は、増田西公民館だより 8月号に写真入りで掲載されました（写真２） 

  

 

写真 2 参加者と公民館に飾られた七夕の笹 
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➂長崎への折り鶴作成 

 平和とコロナの終息を願い、令和２年８月から令和３年６月にかけて、「長崎

への折り鶴プロジェクト」を立ち上げて、活動を始めました。 

 全会員４５名に連絡を取り、折り方、用紙のサイズ、折り鶴の回収方法などを

説明しました。コロナ禍の影響もあり、役員会も計画どおり実施できないため、

役員を中心に参加希望の会員に集まってもらい、小さなグループで作業を進め

ました。一人ひとりの会員が心を込めて折った折り鶴をまとめたのは、令和３年

６月８日なりました（写真３）。 

 

 

写真 3 出来上がった折り鶴（左上）、黙々と作業を行う会員たち（右上） 

最後のとりまとめを行った会員で記念撮影（2021年 6月、下） 


